
 

⚫ 施設の所在地域における地域生活課題（例：引きこもり、ヤングケアラー、社会的孤立の拡大、フレイルの拡が

り等）に対して施設が取り組む事業（例：見守り、居場所づくり、買い物支援、子ども食堂、子育て支援等）

の事業費を助成。 

⚫ 令和７年４月～１２月の間に支出する事業実施にかかる物品や食材の購入費、会場費、印刷費等が対象。 

⚫ 助成金額   １施設・事業所あたり ５０万円（上限）  ５０か所程度 

地域の課題に対応する
施設を支援！ 

 

 

かみつぐ助成金とは  

「かみつぐ助成金」は、故 上継弘子

様の遺言書に基づき、東京善意銀行

にご寄附いただいた「遺贈」による助成

金です。上継様は、東京都内で生活

され、令和 5年 10月に 97歳でお

亡くなりになりました。遺言書の内容に

基づき、遺言執行人である弁護士を

通じて、93,649,842円の現金寄

附をいただきました。寄附者のご意向

を受け止め、大切に活用させていただ

くため、助成金として施設・事業所に

助成します。 

 

 

助成内容 

対象施設・事業所 

⚫ 社会福祉法人・NPO 法人等の非営利法人であり、都内に所在地があり都民を対象とする施設・事業所で、東

京善意銀行に登録していること。 

⚫ 助成対象となる施設種別が限定されているので、詳細は、募集要項を確認してください。 

申請締切 ➡ 令和７年１月１５日（水）１２時 

詳細は、下記のサイトからご確認ください！ 

https://www.tcsw.tvac.or.jp/zengin/news/kamitsugu.html 

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 東京善意銀行 
 E-mail kamitsugu@tcsw.tvac.or.jp   TEL 03-5283-6890   FAX 03-5283-6997 
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